
－当医院からのご案内－ 

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨の届出を行っています。 

■歯科初診料の注 1 に規定する基準（歯初診）
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有
し、 研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

■口腔管理体制強化加算（口管強）
当院は「口管強」に認定されており、虫歯や歯周病が重症化しないよう健康状態を管理
する体制を整えています。

■マイナンバーカードの健康保険証利用について
当医院では、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけます。マイナ保険
証のご利用にご協力をお願いいたします。

■明細書発行体制
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
なお、必要のない場合にはお申し出ください。

■クラウン・ブリッジの維持管理（補管）
装着した冠（かぶせ物）やブリッジについて、２年間の維持管理を行っています。

■ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー（歯 CAD）
ＣＡＤ／ＣＡＭと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠
や インレー（かぶせ物、詰め物）を用いて治療を行っています。



■歯科治療総合医療管理料（医管）
歯科治療総合医療管理料(医管)とは、歯科治療時に全身状態をモニタリングして管理
できる設備を完備している歯科医院のみ認定される制度です。

■歯科外来診療感染対策１（外感染 1）
当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整
備しています。
■歯科外来診療医療安全対策１（外安全 1）
当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自
動体外式除細動器（AED）を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を 
整備しています。

■歯科外来・在宅ベースアップ評価料（1）（歯外在ベⅠ）
物価高騰や人材確保への対応として、一定の診療体制・人員配置・賃上げ等の要件を満た
す医療機関が届け出ることのできる評価料です。 当院は継続的な賃上げの取り組みを実
施した医療機関として、注 5 に規定する点数を算定しています。

■歯科技工所ベースアップ支援料（歯技ベ）
当院では、患者様により質の高い技工物（被せ物や入れ歯など）を安定して提供するた
め、連携する歯科技工所と協力し、歯科技工士の処遇改善（ベースアップ）や労働環境の
向上に適切に取り組んでいます。

当院ではこの評価料の要件を満たすことで、診療体制の維持・人材育成・労働環境の整
備 に取り組んでいます。  

●連携先保険医療機関名：医療法人財団 荻窪病院
電話番号：03-3399-1101

●連携先歯科保健医療機関名：日本大学歯学部付属歯科病院
電話番号：03-3219-8080
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